
秋田市行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和４年５月24日

秋田市長 穂 積 志

秋田市規則第15号

秋田市行政組織規則の一部を改正する規則

秋田市行政組織規則（昭和56年秋田市規則第18号）の一部を次のように

改正する。

目次中「第24条の13」を「第24条の12」に改める。

第10条企画調整課の項中第６号を削り、第７号を第６号とし、第８号か

ら第17号までを１号ずつ繰り上げる。

第11条文化振興課の項中第９号を第10号とし、第８号を第９号とし、第

７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える。

(7) あきた芸術劇場に関すること。

第24条の11を削り、第24条の12を第24条の11とし、第24条の13を第24条

の12とする。

第47条第１項の表第10号および第12号ならびに同条第２項の表第９号の

２中「、文化会館」を削る。

附 則

この規則は、令和４年10月１日から施行する。ただし、第10条および第

11条の改正規定は、同年６月１日から施行する。


